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中核市・川越 

平
成
十
八
年
川
越
市
議
会
第
一
回
定
例
会
は
、
二
月
二
十
七
日
開
会
さ
れ
、
会
期
は
二
十
六
日
間
で
、
継
続
審
査
案
件
を
含
め
六
十
二
件
の
案
件
を
審
議
し
、

三
月
二
十
四
日
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

▽
　
川
越
市
職
員
定
員
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　

│
原
案
可
決
│

事
務
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。改

正
の
内
容
は
、
議
会
の
事
務
部

局
の
職
員
定
数
に
つ
い
て
、
一
人
増

員
し
て
十
五
人
と
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
国
民
保
護
対
策
本
部
及

び
川
越
市
緊
急
対
処
事
態
対
策
本

部
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
　
川
越
市
国
民
保
護
協
議
会
条
例

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
　
災
害
派
遣
手
当
の
額
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て│

原
案
可
決
│

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民

の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
（
国
民
保
護
法
）
の
制
定
に
伴
い
、

条
例
の
制
定
及
び
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

川
越
市
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び

川
越
市
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条

例
に
つ
い
て
は
、
各
対
策
本
部
の
組

織
、
会
議
、
部
及
び
現
地
対
策
本
部

等
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

川
越
市
国
民
保
護
協
議
会
条
例
に

つ
い
て
は
、
同
協
議
会
の
組
織
、
会

長
の
職
務
代
理
、
会
議
及
び
庶
務
等

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

災
害
派
遣
手
当
の
額
に
関
す
る
条

例
に
つ
い
て
は
、
武
力
攻
撃
災
害
等

派
遣
手
当
に
係
る
規
定
を
加
え
る
と

と
も
に
、
題
名
を
川
越
市
災
害
派
遣

手
当
等
の
額
に
関
す
る
条
例
に
改
め

た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
土
地
開
発
基
金
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
　
│
原
案
可
決
│

公
用
若
し
く
は
公
共
用
に
供
す
る

土
地
又
は
公
共
の
利
益
の
た
め
に
取

得
す
る
必
要
が
あ
る
土
地
を
あ
ら
か

じ
め
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業

の
円
滑
な
執
行
を
図
る
た
め
設
置
さ

れ
た
土
地
開
発
基
金
に
つ
い
て
、
弾

力
的
な
運
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

財
政
の
硬
直
化
の
防
止
に
資
す
る
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も

の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
基
金
の
一
部
を

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定

を
加
え
る
と
と
も
に
、
規
定
の
整
備

を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
介
護
給
付
費
等
支
給
審

査
会
の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
　
川
越
市
心
身
障
害
児
母
子
通
園

施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

│
原
案
可
決
│

▽
川
越
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に

つ
い
て
　
　
　
　
│
原
案
可
決
│

障
害
者
自
立
支
援
法
の
平
成
十
八

年
四
月
一
日
施
行
等
に
伴
い
、
条
例

の
制
定
及
び
一
部
を
改
正
し
た
も
の

平成18年

3 月
定例会から

平
成
十
八
年
度
当
初
予
算

な
ど
を
可
決

│
霞
ケ
関
駅
自
由
通
路
条
例
な
ど
を
可
決
│

条　例
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